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2025 年（令和 7 年）11 月号                           NO. 719 

◆ FUJISAWA 健康経営フォーラム 2025 を開催！ 

◆ 教育訓練休暇給付金の創設/ふじさわ省エネチャレンジ 2025 

◆ 固定資産税(売却資産)の申告期間/eLTAX(エルタックス)について 

◆ 藤沢市技能職団体連絡協議会 創立 50 周年 
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市内の認定取得企業の皆様にご協力いただき、各社の健康経営の

取組事例等を紹介する冊子を作成しました。ホームページからご確

認ください。 

市では、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践す

る「健康経営」を今後も推進していきます。 

事業主のみなさまは、健康経営に取り組んで、従業員の活力・企業の

生産性向上につなげましょう！ 

※「健康経営Ⓡ」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 

 健康経営優良法人認定取得企業 19 社 30 名、一般参加企業 35 社

46 名の計 54 社 76 名にご参加いただきました。健康経営優良法人

2025 で新たに認定を取得した 3 社に感謝状を贈呈したのち、慶應

義塾大学 島津 明人教授より「健康経営とワーク・エンゲイジメン

ト」をテーマにご講演いただきました。 

その後のパネルディスカッションでは、健康経営優良法人認定取得

企業と有識者を交え、取組事例の紹介や健康経営をどう人材確保・人

材定着につなげるか、健康経営の輪を広げるにはなどをテーマに行い

ました。 

市内事業者における人材不足を解消する取組の一環として、健康経営を推進し、従業員の健康増進と

企業の生産性、業績の向上を図ることを目的に、藤沢商工会議所・ハローワーク藤沢などと連携して、令

和７年 10 月 30 日（木）に「FUJISAWA 健康経営フォーラム 2025」を開催しました。 

ぜひ見てキュン♡ 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
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〈問い合わせ〉 

藤沢市役所 ゼロカーボン推進課 【TEL】 0466-50-8282 【MAIL】fj-zeroc@city.fujisawa.lg.jp 

♦応募期間♦   2026 年 2 月 15 日（日）まで 

♦対象♦     市内事業者、市民 

 

【家庭部門】 

2025 年 11 月から 202６年 1 月のいずれかの月の今年と前年の電気使用量（ｋＷｈ）と、実施した省エ

ネ取り組みをご報告いただいた世帯の中から、抽選でふじキュン♡グッズなどが当たります。 

 

【事業者部門】 

2025 年 11 月から 12 月に実施した省エネの取組を Web フォームにてご提出いただくと参加賞、また

前年同期間を比較し電気使用量（kWh）の削減率が最も高い事業所に表彰と景品を贈呈します。 

本市は 2050 年までにゼロカーボン社会の実現を目指しており、そのためには市民、事業者の「省エ

ネ」の取組が不可欠です。少しの工夫で、大きな省エネ、節約の効果があることを実感してみませんか。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyo

uhoken/kyukakyufukin.html 

例えば・・・ 

●外国企業とコミュニケーションが必要となる部署への異動を希望し、語学の習得に専念するため教育

訓練休暇を取得し、その際に教育訓練休暇給付金を活用する。 

●IT 企業で勤務している労働者が、上位資格の取得のため、教育訓練休暇を取得し、その際に教育訓練

休暇給付金を活用する。等々 

 

利用にあたっては、様々な条件が設定されているほか、教育訓練休暇給付金の受給を受けるために

は事業主と合意した上で休暇を取得する必要がありますので、事業主とよくご相談ください。 

 

問い合わせ 

事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、 

労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。  

 

制度概要、手続き方法など詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため自発的

に休暇を取得して仕事から離れる場合、休暇期間中の生活費

を保障する制度です。 

教育訓練休暇給付金とは？ 

令和７年１０月から 

スキルアップやリ・スキリングに 

取り組もうとする皆さまが 

利用できます！ 

問い合わせ 

事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、 

労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。  

 

制度概要、手続き方法など詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html


 

固定資産税（償却資産）の申告期間は 
１月５日（月）～２月２日（月）です。 

償却資産とは、法人・個人で工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを他者に貸し

付けている方が、その事業のために所有する構築物、機械、工具、器具、備品等のことです。 

（土地や家屋、自動車税・軽自動車税対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車などは除きます。） 

法人・個人を問わず、事業をされている方は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日時点で

所有する事業用の資産を、その資産が所在する市町村に申告しなければならないことになっています。 

 

◆申告が必要な方 

● 令和８年１月１日現在、市内での事業に償却

資産を貸し付けている法人又は個人 

● 令和８年１月１日現在、市内で償却資産を所

有している法人又は個人 

 

◆申告書の提出方法 
① 藤沢市役所資産税課へ持参もしくは郵送で提

出する 

 ② インターネット（eLTAX：エルタックス）によ

り申告データを提出する  

 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

◆償却資産の対象となるもの（事業別の例） 
共通  受変電設備、事務机、パソコン、コピー機、ルームエアコン、駐車場等の舗装路面、看板等   

飲食業 冷凍冷蔵庫、ガスレンジ、椅子、厨房用品、カウンター等 

医療・薬局業 調剤機器、ファイバースコープ、歯科診療ユニット、手術機器、レントゲン機器等 

不動産貸付業 外構工事（門扉、緑化設備など）、集合郵便受、太陽光発電設備等 

理容・美容業 理容・美容機器、消毒殺菌用機器、湯沸かし器等 

 

個人住民税(特別徴収）・法人市民税・事業所税・市たばこ税・入湯税による申告・納付は 

eLTAX（エルタックス）をご利用ください! 
eLTAX を利用すると、複数の自治体に行う地方税の申告・納付が、オフィスや自宅な

どで一括手続きができます。 
また、利用者 ID などを共有いただくことで、関与税理士が電子申告を行った場合で

も、法人側でダイレクト納付などを通じて電子納付することも可能です。 
PCdesk（eLTAX 対応ソフトウェア）をダウンロードした上で、以下の方法で利用できます。 
 

申告方法：申告書を作成し送信する 
納付方法：ダイレクト納付、インターネットバンキング、 

クレジットカード納付（システム利用料がかかります。） 
利用時間：平日８:３０～２４:００（土・日・祝日、年末年始１２/２９～１/３は除く） 
     ※詳細は eLTAX の HP をご覧ください。 
取扱税目：個人住民税（特別徴収）、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税 
     ※市たばこ税、入湯税の申告においては、PCdesk Next をご利用ください。 

詳細は、eLTAX 

（地方税ポータルシステム） 

をご覧ください。 

藤沢市役所 納税課 
☎0466‐50‐8370 

eLTAX ヘルプデスク連絡先 
☎0570‐081459（月～金 9:00‐17:00） 

 
 

 

問い合わせ 
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◆問い合わせ 
藤沢市役所 資産税課  
☎0466‐50‐3511 
藤沢市の様式掲載ページ ➡ 

◆申告期限 

 

令和８年２月２日(月) 



 

藤沢市技能職団体連絡協議会（以下、藤技連）は、技能

職団体相互の親睦を深め、協力し合い技能者（職人）が抱

える問題を話し合い解決する場がほしいという声から始

まりました。 

主な催し 

・創立50周年特別表彰 

・記念モニュメント贈呈及び感謝状授与 

藤沢市市制施行 85 周年及び藤技連創立 50 周年を

記念し、藤沢石材協同組合及び藤技連からモニュメ

ントを寄贈いただきました。 

｢技能の日｣にちなみ 11 月 10 日(月)からＦプレイ

ス 2 階エントランスホールに設置しています。 

・藤沢市・藤技連防犯協定調印式 

本市と藤技連が、さらなる技能振興を図り、市民の

衣・食・住を支える取り組みを進めるとともに、地

域の防犯等に関する連携・協力を行うことにより、

市民生活の向上と地域の安全安心に寄与すること

を目的に連携協定を締結しました。 

（連携の主な内容） 

① 技能振興に関すること 

② 地域の防犯に関すること 

③ 地域福祉の向上に関すること 

・藤技連ホームページ開設披露 

・吹奏楽演奏（湘南工科大学附属高等学校吹奏楽部) 

1975 年 11 月 19 日に結成され、今年で 50 周年を迎えました。 

2025 年 10 月 31 日（金）に創立 50 周年を記念して F プレイスで記念式典が執り行

われました。 

藤技連について紹介しています。 

詳細は右の二次元コードから ! 
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